
（別紙） 
「特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するガイドライン」の概要について 

 
１ 特定調達物品等の信頼性確保の考え方 

   特定調達物品等として市場に供給するためには、「判断の基準」に適合することを

証明書、設計書、監査結果、試験成績書等で確認した上で、その旨の表示を行うこと

が必要である。 

「判断の基準」への適合の確認 適合

「判断の基準」への適合の表示 提供する物品等

「判断の基準」＝規定要求事項

環境表示に該当
（表示の手法・媒体は様々*） *ISO17050規格を参考にした「供給者適合宣言書」も

環境表示の一手法として位置づける
 

 

図１ 特定調達物品等として市場に供給するための要件 

 

 さらに、サプライチェーン上にある全ての事業者が「判断の規準」への適合確認

と表示の取組を連鎖して行うことで、特定調達物品等の信頼性が確保されると考え

られる。また、購入者が「判断の基準」への適合について検証する必要性が生じた

場合には、問合せに応じて必要な範囲で情報を提供することが求められる。 
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図２ 特定調達物品等の信頼性確保の考え方 

 

 



２ 製造事業者に求められる取組 

 それぞれの品目及び「判断の基準」の項目ごとに適した方法で適合確認を行った上

で、その旨の表示を行う。なお、トレーサビリティを確保するため、根拠資料（支

援文書）を一定の期間保存する必要がある。 

●棚板の機能重量が0.1以下

●単一素材分解可能率が85％以上

●リデュース、リサイクルに配慮された設計

※金属製品以外は、共通基準を満たすこと。
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用什器
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【主要材料がプラスチックの場合】

●再生プラスチック10％以上（プラスチック重量比）又
は植物を原料とするプラスチック25％以上（同）

【主要材料が木材の場合】

●間伐材、端材等の再生資源又は合法材

●ホルムアルデヒドの放散速度が0.02mg/m2h以下

【主要材料が紙の場合】
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図３ 製造事業者に求められる取組（オフィス家具の場合） 

 

３ 販売・輸入事業者に求められる取組 

製造事業者が開示する①表示及び②支援文書の確認、又は③自ら実施する製品テス

トの結果によって、取り扱う物品等が「判断の基準」に適合することを確認する。そ

の上で表示を行い、購入者に納入する。 
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 図４ 販売・輸入事業者に求められる取組 


